
国 土 動 第 ３ ５ 号 

平成２７年７月１７日 

 

 

各都道府県主管部長あて 

 

 

                                  国土交通省土地・建設産業局不動産業課長 

 

 

「水防法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び 

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について 

 

 本年５月２０日に、水防法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２２号。以下「改

正法」という。）が公布され、平成２７年７月１９日から施行される。これに伴い、水防法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成２７年政令第２

７３号。以下「整備政令」という。）において宅地建物取引業法施行令（昭和３９年政令第

３８３号）について下記１.のように改正を行い、また、整備政令における宅地建物取引業法

施行令の改正を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成１３年国総動発第３

号。以下「ガイドライン」という。）について下記２.のように改正を行い、平成２７年７月

１９日から施行する。 

施行にあたり、遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．宅地建物取引業法施行令の改正点（別紙１参照） 

 

改正法による改正後の下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２５条の３及び第２５条

の４においては、公共下水道管理者と所有者等は雨水貯留施設の協定を締結することがで

きるとされており、同法第２５条の９において同法第２５条の７に規定する公示があった

管理協定については、その公示後に当該管理協定の対象である雨水貯留施設の所有者等と

なった者等に対してもその協定の効力が及ぶとされている。 

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３５条第１項においては、宅地又は

建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防

止するため、宅地建物取引業法施行令第３条第１項で定める法令に基づく制限を重要事項

として説明するよう義務付けている。 

今般、改正法による改正後の下水道法第２５条の７に規定する公示があった管理協定の

対象とされる雨水貯留施設が含まれる宅地又は建物を購入等する者が、その管理協定の効



力を知らなかった場合、不測の損害を被るおそれがあることから、同法第２５条の９を新

たに説明すべき重要事項として位置づけ、宅地建物取引業法施行令について所要の改正を

行う。 

 

 

２．「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点（別紙２・別紙３参照） 

 

１．のとおり、宅地建物取引業法第３５条第１項第２号の法令に基づく制限として、新

たに下水道法第２５条の９を追加すること等を踏まえ、ガイドラインについて所要の改正

を行う。 


